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国立研究開発法人科学技術振興機構（以下、「機構」という。）は、世界トップレベ

ルの研究開発を行うネットワーク型研究所として、未来共創イノベーションを先導す

る使命を有効かつ効率的に果たすため、機構の業務の適正を確保するための体制（内

部統制システム）の推進に係る基本方針を以下の通り整備する。 

 

１． 役職員の職務の執行が法令・規程等に適合することを確保するための体制 

（１） 倫理及びコンプライアンス関係規程の策定及び周知による内部統制環境の整備 

倫理及びコンプライアンス関係の各種規程の制定及び役職員への周知によ

り、内部統制環境を整備する。 

（２） 倫理観が共有される環境の整備 

各種規程の整備に加え、研修の開催、コンプライアンスハンドブックの配付

等により、役職員間で倫理観を共有するための環境を整備する。 

（３） 通報者保護に基づく通報窓口の設置 

機構内部及び外部にコンプライアンスに関する通報窓口を設置し、通報者保護

に留意しつつ、不正行為等の未然防止、早期発見及び是正を図る。 

 

２． 役職員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

（１） 文書及び情報関連規程の策定及び周知による内部統制環境の整備 

文書及び情報関連の各種規程の制定及び役職員への周知により、内部統制環

境を整備する。 

（２） 情報システム等におけるセキュリティ対策のための環境整備 

情報セキュリティ対策のための環境を整備する。 

（３） 情報システムにおける適切な情報管理のための環境整備 

個人情報保護、機密情報保護など、システム上保有している各種情報が適切な

方法で保有管理されるよう環境を整備する。 

 

３． 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１） 業務フローの認識と明確化のための環境の整備 

組織の重要な各業務フローついて、必要に応じ図や表を活用して整理し、業

務フローを通じて業務手順が明確なものとなるよう環境を整備する。 

（２） リスク評価とリスク低減のための環境の整備 



 各業務フローについてリスクを識別し、識別されたリスクの発生原因を分析

する。さらに、リスク因子と発生原因に基づきリスク評価を行い、識別された

リスクが業務の中に組み込まれた内部統制によって、十分低減できるものにな

っているか、リスクと統制の対応について検討する。 

（３） 危機管理・内部統制情報が経営層に報告される環境の整備 

ルールの整備と職員への周知により、危機管理・内部統制情報が経営層に報

告される環境を整備する。 

 

４． 役職員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（１） 理事長の意向や姿勢が反映される環境の整備 

内部統制委員会、リスク管理委員会の設置、内部統制総括管理者の配置、理

事会議による審議により理事長の意向や姿勢が反映される環境を整備する。 

（２） 業務分担の明確化 

各部門の業務の分担と責任を明確化した上で、既存のマニュアルを活かしつ

つ、標準業務手順、マニュアルの整備を進める。これらにより部門の業務手順

を明確化し、各業務の業務遂行をより有効なものとする仕組みを整備する。 

（３） 情報伝達のための環境の整備 

イントラネット等の活用などにより、情報の機構内伝達を円滑化する仕組み

を整備する。 

（４） 公開すべき情報が WEB 公開される環境の整備 

法人情報が適切に WEB 上で公開されることとなるよう環境を整備する。 

（５） 成果の最大化と業務の効率化のための情報システム環境の整備 

情報システム環境の不断の更新により、業務環境を改善して成果の最大化と

業務の効率化を推進するための環境を整備する。 

 

５． 業務の適正を確保するための体制 

（１） 内部統制推進部門及び内部統制担当役員によるモニタリングのための環境の整

備 

内部統制推進部門及び内部統制担当役員によるモニタリングを実施するため

の環境を整備する。 

（２） 業務遂行の決裁プロセスに係るチェックシステムの整備 

各種決裁において、担当者と承認者の区分を明確化し、チェックが有効に機

能する体制を整備する。 

（３） 牽制機能の確保 

文書による意思決定における合議の実施、会計機関の権限と責任の明確化

等、内部牽制機能を確保するための各種取組を実施する。 



 

６． 監事への報告に関する体制及び監事の監査が実効的に行われることを確保するた

めの体制 

（１） 監事によるモニタリングのための環境の整備 

監事の重要会議出席の他、監事と内部監査部門との連携、監事監査規程の整備

に対する監事の関与など、監事によるモニタリングのための環境を整備する。 

 

以上 


